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訪問先の企業で，新聞記事のコピーをもらうことがあ
ります。製品情報だったり，業界動向の解説記事だった
りします。しかし，それらは無断コピー，つまり著作権
（複製権）侵害である場合が多いです。
打ち解けた相手なら「それって，法律違反ですよ。捕
まりますよ」と，冗談っぽく脅す（？）と，たいてい次
のようなやりとりになります。
「え？ 新聞記事に著作権があるんですか」
「記事って著作物です。無断複製はしてはいけません」
「同じ記事は，新聞社のウェブサイト上にも出ていま
す。使って良いということでしょ？」
「ウェブに出ていることと，コピーしてよいかどうか
は別問題です」

◆コピーを同窓会で配布？
確かに「事実の伝達」に過ぎない短いニュースには著
作権はありません（著作権法第 10 条 2 項）。新人記者が
書いてもベテランが書いても同じようになってしまう数
行ほどの短信や訃報，催事の告知に限られます。それ以
外のたいていの記事には記者の創意工夫が込められてい
るため，記事は「著作物」に該当し，著作権で保護され
ます。
もちろん，記事を複写（コピー）したからと言って，
ただちに「捕まる」ことは現実にはないでしょう。一般
に，著作権侵害罪は被害者の訴えを必要とする親告罪で
あり，著作者（この場合，新聞社や記事執筆者）が訴え
ない限り刑事責任が問われることはないからです。
とはいえ，一般に，新聞や雑誌の記事や写真，書籍，
写真集を無断でコピーする行為は違法です。営業や広
報，PR活動などで用いる対外的な複製行為はもちろん，
社内の企画会議や表に出ない戦略会議で使われる場合で
も基本的には同じです。
「わずか数人の打ち合わせだ。それでも許可が必要な
のか」
部数に関係はないし，密室での使用かどうかは関係あ
りません。非営利の団体であっても，他人の著作物を無
断でコピーをすることは本来，ご法度です。例えば，自
分が卒業した学校に関する新聞の記事や写真をコピーし
て同窓会で配布する場合でも，厳密に言えば，新聞社の
許可が必要です。

◆コピー機の急速な普及で
「コピー」は，著作権の最も基本的な権利である「複製
権」に関係する行為です。著作権を，英語で「コピーラ
イト（copyright）」というのを思い出してもらうと分か
りやすいのではないでしょうか。コピーをとることは，
ほとんどの場合，著作権を持っている者（著作権者）の
許可（許諾）を得なければ，複製権の侵害になってしま
います。
著作権者の許諾がなくてもコピーできる場合がありま
す。たとえば，私的な使用を目的とする場合がその例で
す（第 30 条）。他に，教育や福祉の目的であったり，立
法，司法，行政のための内部資料としての複製では，著
作権が制限される場合があります。また，論説記事や社
説は他の新聞や雑誌に転載したり，放送することは可能
です。

コピー機の急速な普及のため，企業や団体では，新聞
や雑誌記事を気軽にコピーしていますが，実は権利者に
問い合わせるべきケースが多いのではないでしょうか。
しかし，コピーする人にしてみれば，個々の著作権者

を探して，一つひとつ許諾をとるのは繁雑です。他方，
著作権者側も，誰が自分の著作物をコピーしているか分
かりません。このため，権利を集中的に管理して利用者
に許諾する公益社団法人日本複製権センター（JRRC）が
あります。JRRCに加入していない企業や団体が，無断
で記事を複製する行為は厳密には違法です。

◆「権利」を考えるきっかけに
とはいえ，誰かの許可を得ないまま，気軽に記事をコ

ピーしたい人の気持ちも理解できます。
お金を払いたくないし，コピーに関する手続きや申請

は面倒です。これだけ，身の回りに「コピーせよ」と言
わんばかりの複写機があふれているのですから，コピー
する側からすれば，「そもそも複製に関するルールがお
かしいのではないか」とグチりたくなるのも人情でしょ
う。
また，「そもそも，新聞社は新聞を発行し，朝刊，夕刊

を販売した時点で，売り上げを回収しているのだから，
それ以上，課金しなくてもいいのではないか」という声
も聞こえてきそうです。
冷静に考えると，著作権にはほころびがあるかもしれ

ません。企業内で日常的に行われているファクス送信も
実は，遠隔地に複写物を届けるというコピー行為かもし
れません。文書やイラストをデジタル化するスキャナー
機の急速な普及は，著作権にとって「心配な」存在です。
他人のメールを無断で転送することにも問題がありそう
です。明快な説明がほしいところです。
「文化の発展に寄与」（第 1 条）をうたう著作権法は，
あまたの法律の中でも，もっとも私たちの生活に身近な
法律の一つと私は感じています。同時に，私たちは，
うっかりしていると「それって著作権侵害ですよ」と言
われかねない状況に置かれています。
「これって誰かに断らなければならないかな」。記事を
コピーしたり，スキャンする時にそのように考えてみて
はどうでしょうか。単に著作権だけでなく，「法律とは
何か」「ルールとは何か」「権利とは」について考える
きっかけにもなりそうです。
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